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手話動画を公開しました

手話動画第４弾を作成、公開しました。今回は、「あの時の思
い出～秋田県立盲唖学校に入学した事～T.Aさん」です。
幼少期の思い出を、表情豊かに手話で語って頂きました。セン

ターでDVDを貸出している他、YouTubeでも公開しております。ぜ
ひご覧ください。

メールアドレスが変更になっています

以前、使用していた旧メールアドレスについて、サーバーの変更に伴
い使用終了となっています。旧メールアドレスに送信されてもエラー
が返信されないため、センターへのメール送信後に返信がない場合
には、送信アドレスをご確認下さい。

旧メールアドレス：center@akita-chokaku.net
→新メールアドレス：akita-chokaku@fukinoto.or.jp

※すでに新しいメールアドレスをご利用の場合は変更は不要です。



令和５年度 各種養成講座を実施します

秋田県手話通訳者養成研修会

★手話通訳Ⅰ〇開催地：大館市
〇定員：１２名
〇期 間
５月１３日～１１月１８日 全１７回

★手話通訳Ⅱ〇開催地：横手市
〇定員：１０名程度

〇期 間
５月１４日～１１月１２ 全３１回

★手話通訳Ⅲ〇開催地：秋田市
〇定員：１０名程度

〇期 間
６月１７日～１０月１日 全１０回

秋田県要約筆記者養成講座(パソコン）
〇開催地：秋田市
〇定員：８名
〇期 間
５月１４日～１０月２９日 全２０回

秋田県盲ろう者向け通訳・介助員養成 講座

〇開催地：大仙市
〇定員：１０名程度
〇期 間
５月２０日～７月１５日 全９回

各種養成講座では、受講生を募集しております。受講には一定の条件がありま
す。希望する場合には、秋田県聴覚障害者支援センターのHPをご確認頂き、
不明な場合にはお問い合わせ下さい。皆様の受講をお待ちしております。



電話音声文字変換サービスについて

『字幕電話サービス』は、聞こえに不自由を感じている方が電話を利用
する際に、相手の話す内容をスマートフォンやタブレット、またはパソ
コンに文字で表示するサービスです。相手の声が聞きとれなくても内容
は文字で確認できるので、電話での会話が成立します。

令和3年7月1日から開始された電話リレーサービスでは、手話や文字入力
によって通常の電話のように通話をすることが可能です。
ただ、手話や文字入力に慣れていない難聴者や中途失聴者の場合、上手に
使えないケースもあります。
下記のサービスでは、相手の話した音声を文字化して、自分の伝えたいこ
とは音声で発出することをサポートしてくれます。
サービス内容を確認して、自分に合ったモノを見つけて下さい。

みえる電話

通話相手の声が聞き取りづらいと感じている方へ！
通話相手の音声をリアルタイムで文字に変換するアプリです。
いつもの電話にプラスしてご利用いただくことで、音声を“みえる”化
し、通話をお手伝いします。

・事業者：株式会社 アイセックジャパン
・利用料金
① 初期システム設定費用 990 円（税込)
申込み時初回のみ

② 月額基本料金
・月額基本料 990 円（税込)
③システム利用料
・１回 10 分まで 99 円（税込）
10 分を超えるごとに 99 円(税込）の加算となる。

字幕電話サービス

・事業者：株式会社 NTTドコモ
・利用料金：無料（通話料、パケット通信料は別途）
・利用条件：ドコモのFOMA／Xi／5G契約で、spモードの契約があるスマー
トフォン（データプラン除く）。また、料金プラン「ahamo」でも利用可。

それぞれのサービスには利用料金や利用条件などがあります。事前に内容を
よくご確認の上、ご利用ください。



手話通訳 要約筆記 盲ろう者向け通訳介助

10月 11月 12月 10月 11月 12月 10月 11月 12月

市町村事業 ２２ １４ １２ ０ ０ ０

県事業 ３１ ３４ ２２ １４ ２０ １０ １４ ２９ １５

令和4年度 派遣事業 実施状況 （単位：人）
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秋田県社会福祉会館５階 秋田県聴覚障害者支援センター

TEL:018-874-8113 FAX:018-862-1820
MAIL:akita-chokaku@fukinoto.or.jp

秋田県意思疎通支援者（手話通訳・要約筆記）登録試験を実施しました

□手話通訳者全国統一試験

下記の日程で手話通訳者全国統一試験を実施しました。この試験に
合格した者が来年度以降、秋田県登録意思疎通支援者（手話通訳）
として活動する事が出来ます。

〇試験日：令和４年１２月３日
〇受験者数：１４名

〇合格発表：令和５年３月１日

□全国統一要約筆記者認定試験

下記の日程で全国統一要約筆記者認定試験を実施しました。この試
験に合格した者が来年度以降、秋田県登録意思疎通支援者（要約筆
記）として活動する事が出来ます。

〇試験日：令和５年２月１９日
〇受験者数：１２名（手書き：１０名 ＰＣ:４名 重複：２名）

〇合格発表：令和５年３月１７日
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